
仕   様   書 

 

１ 業務名 

  資源ごみ選別等業務 

 

２ 履行場所 

選 別 施 設 の 名 称 選 別 施 設 所 在 地 

広島市西部リサイクルプラザ 広島市西区商工センター七丁目７番２号 

広島市北部資源選別センター 広島市安佐北区安佐町大字筒瀬８６４番地 

   上記選別施設内のそれぞれ発注者が指定する場所（以下「選別作業場所」という。）におい

て、業務を履行する。 

      

３ 業務の内容及び方法 

(1) 受注者は、(6)に規定する各選別施設に搬入された資源ごみ（以下「資源ごみ」という。）

の選別、選別により生ずる有価物の引取及び残渣の処分を行うものとする。 

 (2) 受注者は、２に定める選別作業場所において、再生することを目的に、発注者所有の設備

を使用して、資源ごみを選別し整理するものとする。 

 (3) 受注者は、２に定める選別施設（西部リサイクルプラザは選別施設部分のみ）において、

施錠・開錠等、施設の維持管理を行うこととし、適正な施設管理に努めること。  

(4) 運搬車両、ショベルローダー及びフォークリフト等の当該業務の実施に当たり必要な車両

は、受注者の負担で配置するものとする。 

 (5) 選別区分は、次のとおりとする。 

ア 有価物（紙類（段ボール、新聞、雑誌）、布類、金属類（スチール缶、アルミ缶、鉄く

ず）、ガラス類（白カレット、茶カレット、生びん）） 

イ 青・黒カレット 

ウ 混入した有害ごみ（電池、蛍光管等） 

エ 可燃性残渣 

オ 不燃性残渣 

(6) 各選別施設に搬入される資源ごみは、原則として下表のとおりとし、受注者は、速やかに 

これを選別する。特に、各選別施設に自己搬入された家庭系資源ごみについては、自己搬入

場所にごみが滞留することがないよう、適正に処理するものとする。 

なお、必要に応じて搬入先を変更することがある。 

選別施設の名称 搬入される資源ごみの内訳 

広島市西部リサイクルプラザ 

・中区、東区（旧安芸町を除く。）、南区、西区、安芸区、

佐伯区（旧湯来町を除く。）内で収集した家庭系資源ごみ 

・自己搬入された事業系紙ごみ及び家庭系資源ごみ 

・都市美化ごみのうち資源ごみ 

・廃プラスチック圧縮梱包施設で選別された資源ごみ 

広島市北部資源選別センター 

・安佐南区、安佐北区、東区旧安芸町、佐伯区旧湯来町内

で収集した家庭系資源ごみ 

・自己搬入された事業系紙ごみ及び家庭系資源ごみ 

・都市美化ごみのうち資源ごみ 

(7) 受注者は、未選別ヤードの状況等に応じて必要な場合は、選別施設間で資源ごみの転送を

行い、未選別ヤードの容量を超えないように適正に処理するものとする。 

(8)選別前の資源ごみ、選別後の有価物（紙類、布類、金属類、ガラス類等）、青・黒カレット

並びに可燃性残渣及び不燃性残渣（以下「残渣」という。）の計量は、搬入出の際に選別施設



の計量機により、発注者が別に委託する者（以下「計量実施者」という。）が実施するものと

し、計量実施者は、受注者に計量票を送付するものとする。ただし、有価物等を搬出する場

合で、土曜日、日曜日等選別施設の計量機が利用できない場合及び搬出車両の規格等が選別

施設の計量機に対応できない場合に限り、計量法第１９条に定める検査に合格した別の計量

機により、計量を実施することができるものとし、この場合、受注者は、直近の選別施設開

所日に計量実施者に計量票を提出するものとする。 

 (9) 受注者は、原則として、土曜日及び日曜日並びに１２月２９日、１２月３０日、１２月３

１日、１月１日、１月２日及び１月３日を除き、午前８時３０分から午後５時までの間、搬

入される資源ごみ（(6)のとおり。）の受入れができる体制とし、搬入者の安全に十分留意し、

適切な誘導及び搬入指導の協力等を行うものとする。なお、北部資源選別センターについて

は、上記の体制に加え、施設見学者が支障なく見学できるように自動ドア等の開錠や照明の

点灯などを行うこと。 

(10) 受注者は、資源ごみの選別後に発生する残渣が最小限となるよう、常に選別精度の向上に

努めなければならない。なお、市況の動向等により、月毎の残渣の発生量（資源ごみ重量比）

が直近３か年の平均値を大きく超える状況となった場合は、発注者と協議を行うものとする。 

(11) ガスカートリッジ及びスプレー缶の処理方法は次のとおりとし、処理に当たっては火災を

起こさないよう十分注意するものとする。 

ア 中身が入っていないものは、選別ラインから金属圧縮機に送り、圧縮梱包処理する。 

イ 中身が入っているものは、選別ラインで取り除き、受注者の負担と責任において単独で

計量した後に搬出し、製造メーカーに依頼するなどして適正に処理する。ただし、スプレ

ー缶で中身が少量なものに限り、施設内の火の気のない風通しの良い戸外で中身を排出す

ることを認める。 

(12) 再生処理事業者に売却するに当たり、(5)の選別区分よりさらに選別を要する場合は、受

注者が必要な作業を行ったうえで資源化を図るものとする。 

(13) 有価物は、市況の動向にかかわらず、受注者の責任により民間ルートで資源化するよう努

めるものとする。 

(14) 青・黒カレットは、発注者の指示する再商品化事業者に引き渡すものとする。 

(15) 資源ごみに混入した有害ごみについては、選別後、発注者が別に発注する有害ごみの選別

業務受託業者に円滑に引き渡すこと。 

(16) 受注者は、選別した残渣（(11)－イを除く。）を発注者の指定する発注者の処分施設に搬

入しなければならない。発注者は、残渣の処分手数料を徴収しない。なお、搬入に際しては、

各施設の指示に従うこと。 

また、可燃性残渣のうち、ポリ袋については、梱包用鉄線を取り除いた状態で、発注者の

指定する発注者の処分施設に搬入しなければならない。 

 (17) 有価物及び残渣の運搬に当たっては、発注者が通行を禁ずる搬入及び搬出経路は通行しな

いこと。 

(18) 選別施設を市民等が見学する場合は、受注者は選別の様子が観察しやすい手前の選別ライ

ンを使用するとともに、見学者の安全確保に十分留意し、適切な指導を行うこと。 

   

４ 施設の使用等 

 (1) 選別作業は、３－(2)に規定する発注者の設備を使用して行うこと。 

   ただし、発注者が選別作業の実施に必要であると認めた場合には、受注者の設置する設備

を使用することができるものとする。 

(2) ３－(2)に規定する発注者の設備は、受注者に無償で使用させるものとする。 

 (3) (1)ただし書きに規定する受注者の設置する設備は、契約を解除した時又は契約期間が満了

した時は、受注者の費用負担において、発注者の指定する期日までに撤去し、原状に復旧す

るものとする。 



 (4) 受注者は、選別作業場所においては、本業務以外の業務を行ってはならない。 

 (5) 受注者は、施設の使用に当たっては、善良なる管理者の注意義務を持って取り扱うものと

し、電気、水道、ガス等の使用に当たっては、極力、節減に努めなければならない。また、

発注者の許可なく、選別施設及びその附帯設備の構造又は機能に影響を与えるような改造、

改修等を行ってはならない（施設内の植え込み等に作物を栽培すること、又は既存の植栽を

伐採することを含む。）。 

 (6) 受注者は、選別施設の維持管理に当たっては、それぞれの施設ごとに管理者を設け、発注

者にその氏名等を届け出るものとし、常に保守点検を行い、安全かつ円滑な業務の遂行に努

めなければならない。 

 

５ 使用車両等 

(1) 受注者は、残渣の運搬に当たっては、あらかじめ発注者の承認を受けた車両を使用しなけ

ればならない。 

特に、不燃性残渣を運搬する際は、道路運送車両法及び同法施行規則に定める普通自動車

のうち、幅が２．２５メートルを超えない車両を使用し、当該車両の両側面に本市が指定す

るマグネットシートを貼付すること。 

また、当該車両を発注者の承諾なくこの業務以外に使用してはならない。 

(2) 残渣の運搬に使用する車両は、対人賠償金額無制限の自動車保険（任意）に加入している

こと。 

また、当該保険証券の写しをあらかじめ発注者に対して提出すること。 

(3) 残渣の運搬に使用する車両の架装等を変更する場合は、あらかじめ発注者の承認を得るこ

と。 

 

６ 経費の負担 

  本契約に係る経費の負担は、下表のとおりとする。 

発 注 者 の 負 担 受 注 者 の 負 担 

・発注者所有の選別施設に係る修繕費、電気

料金、水道料金、ガス料金（受注者の負担分

を除く。）、梱包用鉄線購入費、及び蛍光灯購

入費等の施設維持管理経費（受注者の責めに

帰すべき理由により生じた損害に係るものを

除く。） 

・左欄に定める発注者が負担する経費を除き、

業務の履行に必要とする一切の経費 

・選別施設において、受注者が、受注者の従

業員の福利厚生のために使用するガス及び石

油に係る燃料費 

 

７ 従業員の配置 

  受注者は、業務の実施に当たっては、次のとおり自ら雇用する従業員を配置するとともに、

その住所・氏名を発注者に届け出るものとする。 

 (1)５か年以内（令和３年４月１日以降）に、一般廃棄物若しくは産業廃棄物又は有価物の選別

処理業務に６か月以上従事している者が、本業務に従事する従業員数の３割以上となるよう

に配置し、選別処理業務の経験期間を表す書類を発注者に提出するものとする。 

(2) 各選別施設（広島市西部リサイクルプラザ、広島市北部資源選別センター）には、廃棄物

の処理及び清掃に関する法律第２１条に規定する技術管理者を各１名配置し（施設の稼働中

は常駐すること。）、技術管理者の資格を証する書類を発注者に提出するものとする。 

 (3) 各選別施設の未選別ヤードに監視要員を配置し、搬入されたごみが適正に収集されたごみ

であるか、常に監視し、ごみの搬入物チェックを行うこと。 

 (4) 各選別施設に点検整備専任者を配置し、日常的に必要な機器の点検整備を行うこと。点検

整備専任者は、選別作業の人員に含めないものとする。 

 (5) 技術管理者、監視要員、点検整備専任者は、両施設での兼務は認めないので留意すること。

なお、技術管理者と点検整備専任者の兼務は認めるものとする。 



(6) 当該業務を適正に実施するために必要な従業員数を確保し、配置すること。特に紙類梱包

機での作業においては、必要な従業員数を確保することとし、選別不良等により設備を損傷

させることがないよう注意すること。 

  

８ 報告事項 

 (1) 受注者は、別に定める月ごとの業務実施日予定表を作成し、前月の１０日（ただし、４月

分については４月１０日）までに発注者に提出しなければならない。 

 (2) 受注者は、別に定める業務日誌及び点検記録票を作成し、当日分を翌日（「広島市の休日を

定める条例」（平成３年９月２６日条例第４９号）に規定する市の休日の場合にはその翌日。

ただし、３月３１日分については同日）に提出しなければならない。 

 (3) 受注者は、当月分の選別作業実績及び有価物の売却実績を別に定める報告書等により、翌

月の１０日（ただし、３月分については３月３１日）までに発注者に報告しなければならな

い。 

 (4)受託者は、前記３(8)に定める「計量法第１９条に定める検査に合格した別の計量機」に関

して、その合格を証する直近の書類（写しでも可）を発注者に提出しなければならない。 

 

９ 遵守事項 

  受注者は、契約の履行に当たっては、その重要性をよく認識し、次の事項を遵守しなければ

ならない。 

(1) 業務の履行に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第３条に規定する一

般廃棄物処理基準を遵守すること。 

(2) 労働安全衛生等の関係法令を遵守し、健康診断を実施するなど労働者の安全と健康を

確保するよう努めること。なお、未選別ヤード等、粉じんの飛散量が多い場所で選別作

業に従事する作業員には防じんマスクを使用させるなど、特に配慮すること。 

(3) 業務の実施に際しては、未選別ヤード及び貯留室の容量を超える資源ごみが施設に蓄積す

ることのないように資源ごみの搬入量に応じた従業員を計画的に確保し適正に配置するなど、

業務を確実に履行すること。 

 (4) 各選別施設に出入りする有価物の買受人等に対する適切な誘導、規制を常に心掛けること。

なお、有価物の買受人等が選別施設内で行う作業は搬出作業のみとし、選別作業は認めない

ので注意すること。 

(5) 契約の履行に関して、第三者から金品を受領しないこと（有価物の売払い対価を除く。）。 

(6) 契約の履行に当たっては、職務に専念して、服装・言動等に注意し、第三者に迷惑又は不

快の念を与えないようにすること。 

(7) 選別作業においては設備への過負荷を防止するため、選別コンベアには一度に多量の資源

ごみを投入しないこととし、できる限り選別するごみ量が均一となるよう努めること。また、

同一の仕様の選別設備が複数あるものについては、特定の設備のみを使用することなく、そ

れぞれの設備の使用頻度ができる限り同程度となるよう努めること。 

(8) 業務の実施に当たっては、近隣や通行人に危険を及ぼさないよう、また、交通の妨げにな

らないよう注意すること。 

(9) 選別施設の屋外作業にあたっては、施設近隣住民が現に生活されていることを意識し、騒

音を発生させないよう特に注意すること。 

(10) 作業場所及びその周辺は常に清掃し整理すること。また、ごみの飛散や汚水を流出させな

いこと。 

(11) 停電、大雨その他事故の発生又は発生のおそれがあるときは、直ちに適正な措置を講じ、

その状況を直ちに発注者に報告すること。 

(12) 発注者が所有する施設等（大型重量電動シャッターを含む。）に損傷を与えないよう十分

に注意することとし、故意又は過失により施設及び機械を損壊した場合は、受注者の負担に



より現状に復旧するものとする。 

 なお、当該規定は、受注者が「９ 遵守事項」の(4)の規定を十分に遵守しなかったこと

を理由に施設等に損傷を与えた場合も含むものとする。 

(13) 選別施設の維持管理上必要な機器等の点検整備や修繕の実施に当たっては、各選別施設に

配置の技術管理者が立ち会うこと。 

(14) 日常的に必要な機器の点検整備（潤滑油の補充やフィルター等の消耗品の交換など）につ

いては、各選別施設に点検整備専任者を置き、別に定める点検記録票等により行い、機器の

維持管理に努めること。 

(15) 点検整備専任者は、施設・設備を清潔に保ち、特にコンベヤ（供給コンベヤ、紙・布選別

コンベヤ、バイパスコンベヤ、破袋選別コンベヤ等）や集塵機については溜まったごみやほ

こりを取り除くなど、こまめに清掃を行うこと。 

(16) 選別設備における不具合の発生や未選別ヤードでの容量に迫る資源ごみの蓄積が見込ま

れる等の問題が生じた際には、電子メール等によりその状況がわかる写真を添付のうえ、直

ちに発注者に報告すること。 

(17) 安全管理に関する研修や訓練を実施し、常に作業上の安全管理に留意すること。 

なお、各施設で行う消防訓練（西部リサイクルプラザ（５月、１０月実施予定）、北部資源

選別センター（５月実施予定））に参加すること。 

(18) 契約期間終了時には、当該期間内に搬入された資源ごみ（選別後の梱包された、又はフレ

コンバックに入れられた有価物を含む。）を搬出するとともに、機材、物品等が施設内に残ら

ないよう処分し、清掃しておくこと。 

  また、契約期間内であっても、発注者の指示があればその都度、選別後の有価物を速やか

に搬出すること。 

   

10 その他 

(1) 次回の本業務発注において受託者が変更となった場合、業務の引継ぎが円滑に行われるよ

うに本市又は新規受託者が行う業務内容の確認等について真摯に協力しなければならない。 

(2) この仕様書に定めのない事項については、発注者・受注者協議してこれを定めるものとす

る。 


